
～お知らせ～

窓口の混雑緩和等を目的として
令和７年７月15日（火）より

法４３条２項２号許可申請における
申請書類の事前確認を開始いたします。

建築基準法４３条許可の
申請書類の事前確認について【試行】

詳細についてはホームページをご確認ください。

■手続きイメージ（※包括同意の場合）

申請書類の提出
〈オンライン可（メール）／窓口（紙）〉

本申請（手数料の納付）
〈市へ来庁〉

許可通知書発行〈市へ来庁〉

【受付可】

【受付不可】

計画の見直し
（書類の修正）

書類の事前確認

【後日】

※事前確認の受付～通知書発行まで
概ね２週間程度（書類の修正期間等は除く）


